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地方独立行政法人りんくう総合医療センター公告 

 

 条件付一般競争入札を執行するので、地方独立行政法人りんくう総合医療センター契約

規程（地方独立行政法人規程第 27 号）（以下「契約規程」という。）第５条の規定に基づき

次のとおり公告する。 

 

  令和元年６月４日 

 

地方独立行政法人 

りんくう総合医療センター 

                          理事長  八木原 俊克 

 

１．入札に付する事項 

（１）工 事 名 りんくう総合医療センター院内保育所建設研修棟増築工事 

 （２）工事場所 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２３ 

 （３）工  期 契約締結日から令和２年４月３０日まで 

 （４）工事概要 りんくう総合医療センター研修棟増築工事 

構造：鉄骨造３階建て 増築床面積：７７４.３８㎡ 

（５）本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号） 

に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた 

工事です。 

 

 ２．入札に参加する者に必要な資格に関する事項  

以下の（１）（２）に掲げる要件をすべて充足する特定建設工事共同企業体（以下、 

「共同企業体」という。）であること。  

（１）共同企業体の構成員は、以下の要件をすべて満たしていること。  

① 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

② 平成３１年度泉佐野市入札参加資格登録業者名簿に建築一式工事を希望業種と 

して登録されており、かつ市外業者は建築一式工事に係る特定建設業の許可を有 

すること。 

③ 本市内に本店を設けている法人又は本市内に住所を有する個人（以下、「市内 

業者」という。）にあっては、平成３１年度建築一式工事級別格付けにおいて、 

Ａランクの認定を受けており、本件の入札参加資格審査申請時に、建築一式工事 

に係る総合評定値（Ｐ点）の審査を受けた有効かつ最新の経営事項審査結果通知 

書を提出できること。また、市内業者以外の者にあっては、同申請時に有効かつ 

最新の経営事項審査結果通知書の建築一式工事に係る総合評定値（Ｐ点）が 

１０００点以上であること。 

④ 共同企業体の構成員は、本案件の入札日及び、本契約締結時点において、総合 

評定値（Ｐ点）の審査を受けた有効かつ最新の経営事項審査結果通知書を提出可 

能であること。 

⑤ 共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出期限の日から開札まで 

の期間において、泉佐野市入札参加資格停止要綱に基づく資格停止又は資格保留 

の措置を受けていないこと。 

⑥ 泉佐野市暴力団排除条例（平成２４年泉佐野市条例第２８号）第２条第１号か 

ら第３号の規定に該当しない者であること。 
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⑦ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定に 

よる更生手続開始の申し立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例による 

こととされる更生事件に係るものを含む。）をした者にあっては、同法第１９９ 

条第１項若しくは第２項又は第２００条第１項の規定による更生計画認可（同法 

附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを 

含む。）の決定を受けていること。 

⑧ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項及び第２項の規定に 

よる民事再生手続開始の申し立てをした者にあっては、同法第１７４条第１項の 

規定による再生計画認可の決定を受けていること。 

 

（２）共同企業体の結成に当たっては、以下の条件をすべて満たしていること。 

ただし、各構成員は本工事について、二以上の共同企業体の構成員となることはで 

きない。 

①  １共同企業体の構成員数は２者で、構成員のうち１者は市内業者であり、他の 

１者は市内業者以外の者であること。 

②  １共同企業体の代表構成員（以下、「代表者」という。）は、本件の入札参加 

資格申請時に提出する有効な経営事項審査結果通知書の建築一式工事に係る総合 

評定値（Ｐ点）が上位の者であること。 

③ １構成員あたりの出資比率は、３０％以上であること。 

④ 代表者の出資比率は、構成員中最大であること。 

⑤ 代表者は、有効な監理技術者資格者証（建築一式）及び監理技術者講習修了証 

 の交付を受けた監理技術者（申請期限日以前に３ケ月以上の雇用関係にある者に 

 限る。）を、本工事の現場に専任で配置できること。 

⑥ 代表者以外の構成員は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第７条第２号 

 ハ又は同法第１５条第２号ハの資格を有する者を、主任技術者として本工事の現 

場に専任で配置できること。 

⑦ 共同企業体の経営形態は、共同施工方式によるものであること。 

 

３．入札参加資格審査申請手続き 

本入札に参加を希望する共同企業体は、以下のとおり共同企業体入札参加資格審査申 

請書及び添付書類（以下、「申請書類」という。）を本市に提出し、資格審査を受けな 

ければならない。なお、期限までに申請書類を提出しない共同企業体又は入札参加資格 

がないと認められた共同企業体は、本入札に参加することができない。 

（１）申請書類の配布（無料） 

①配布期間    令和元年６月 ４日（火）から 

令和元年６月１４日（金）まで（但し、土・日曜日は除く） 

配布時間は午前１０時から正午及び午後１時から午後４時 

②配布場所    大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２３ 

地方独立行政法人りんくう総合医療センター ４階 会計課 

℡０７２－４６９－３１１１（代） 

もしくは、上記の期間、下記のりんくう総合医療センターホーム 

ページ（公募情報）からダウンロードにて入手できるものとする。 

http://www.rgmc.izumisano.osaka.jp/news/offer/5738/ 

 

（２）申請書類の提出及び受付 

①申請書類の提出は持参に限るものとし、郵送又は電送等、他の方法によるものは 

受付けない。なお、提出された申請書類は返却しない。 

http://www.rgmc.izumisano.osaka.jp/news/offer/5738/
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②受付期間  令和元年６月 ５日（水）から 

令和元年６月１４日（金）まで 

受付時間は午前１０時から正午及び午後１時から午後５時 

③ 受付場所  大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２３ 

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 会計課（４階） 

（３）入札参加資格の審査結果及び入札資料の配布 

入札参加資格の審査結果は、後日、入札参加資格確認通知書にて通知し、さらに 

入札参加資格を有すると認められた共同企業体には、同時に入札資料配布通知書を 

送付する。 

ただし、通知、送付については、共同企業体の代表者にＦＡＸで行い、入札（現 

場）説明会は行わない。 

なお、入札資料の配布日時、方法については、入札資料配布通知書で確認するこ 

と。 

 

４．設計図書等に対する質疑 

（１）設計図書等に対する質疑がある場合は、指定日時に電話連絡のうえ、工事名、会 

社名、質疑内容、連絡先、担当者等の必要事項を記入した質疑書（様式自由）を、 

りんくう総合医療センターへ持参のうえ提出（質疑書には、使用印鑑を押印のこと。） 

すること。尚、質疑提出手順については現場説明事項による。 

① 質疑受付期間  令和元年６月２７日（木） 

・１０：００～１２：００ 

りんくう総合医療センター総務課の担当監督職員へ 

質疑がある旨電話連絡 

               ・１３：００～１７：００ 

 りんくう総合医療センター総務課へ質疑書提出 

② 提出先  大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２３ 

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 総務課（４階） 

 

（２）質疑に対する回答は以下のとおりとし、原則として、回答は質疑があった者のみ 

  とする。尚、質疑回答手順については現場説明事項による。 

① 回答日  令和元年７月４日（木） 

② 回答方法 原則質疑者のみに書面にて回答。 

 

５．入札方法等 

（１）入札方法は、りんくう総合医療センター郵便入札実施要領による郵便入札とする。

郵送は一般書留または簡易書留による郵送とし、持参、宅配便、電報またはファク

シミリ等によるものは認めない。 

（２）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に 

相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数 

金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課 

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の１１０分 

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の１０第２項の規定に基づき、最低制限価格を設け 

るので、その価格を下回った者は失格（落札外）とする。 

（４）入札執行回数は１回とする。 

（５）入札参加資格確認通知書において入札参加資格を有すると認められた場合でも、 

書類の不備等により、本案件の開札日において入札に参加する者に必要な要件を充 



 4 

足しない者は、本工事の入札参加資格を取り消す。 

（６）入札参加者が１者となった場合は、入札（開札）を中止又は不調とする。 

（７）開札には、入札参加者またはその代理人が立会うことができるものとする。 

 

６．入札（開札）執行の日時、場所等 

（１）入札書等の提出 

①提出方法  泉佐野郵便局留めの一般書留または簡易書留 

②到達期限  令和元年７月１１日（木） 

ただし、局留の期間は郵便局に到着した日から１０日間であるため 

令和元年７月２日（火）以降の到着とする。 

③提出書類  入札書及び入札金額の内訳を示す工事費に係る内訳書（以下、「積 

算内訳書」という。） 

④提出先   〒５９８－８７９９ 

          大阪府泉佐野市上町２－８－４５ 

日本郵便株式会社 泉佐野郵便局留め 

          「地方独立行政法人りんくう総合医療センター 会計課」 宛 

（２）開札日時 

令和元年７月１２日（金）午前１１時００分 

（３）開札場所 

泉佐野市りんくう往来北２番地の２３ 

地方独立行政法人りんくう総合医療センター  ３階 大会議室 

 

７．入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

免除する。 

（２）契約保証金  

落札者は、当該請負契約を締結するにあたり、請負代金額の１００分の１０以上 

   の契約保証金を納付しなければならない。  

ただし、泉佐野市会計規則（平成１４年泉佐野市規則第１６号）第５１条各号に 

掲げる有価証券、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 

２９年法律第１９５号）第３条に規定する金融機関の保証又は公共工事の前払保証 

事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業 

会社の保証をもって契約保証金に代えることができる。また、公共工事履行保証証 

券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納 

付を免除する。 

 

８．積算内訳書の提出  

入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書の提出を求める。  

 

９．入札の無効  

本公告に示した入札参加資格のない者が行った入札、申請書類に虚偽の記載をした者 

が行った入札、入札書に不備がある入札、積算内訳書の提出が無い又は、積算内訳書に 

不備がある入札、その他、地方独立行政法人りんくう総合医療センター契約規程、泉佐

野市契約事務取扱要綱、地方独立行政法人りんくう総合医療センター郵便入札実施要領

及び本工事の入札要領に示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

 

10．契約の締結  
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（１）契約書を作成する。  

（２）本工事の契約締結については、地方独立行政法人りんくう総合医療センター理事 

会の承認を要するため、落札者と仮契約を締結し、当該議決を得た後に本契約とす 

る。 

 

11．契約の保留  

入札（開札）日から契約締結までの間において、共同企業体又はその構成員が、泉佐

野市入札参加資格停止要綱別表の措置要件のいずれかに該当する行為を行なったときは、

本契約を保留する。  

 

12．支払条件  

・前金払（請負代金額の４０％以内）  

・中間前金払（請負代金額の２０％以内）  

・竣工払い（残額）  

 

13．その他  

（１）附帯工事の有無(予定) 無  

（２）本工事契約後、変更及び附帯工事が生じた場合の予定価格は、泉佐野市契約事務

取扱要綱第８１条第１項に準じ、当該変更及び附帯工事の設計金額に本工事の落札

率を乗じた金額とする。ただし、泉佐野市契約事務取扱要綱第８１条第２項により

算出した額を下回らないものとする。 

 

14．この公告についての問合せ先  

  大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２３ 

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 会計課 

【電話】       ０７２－４６９－３１１１（代表） 

【ファックス】    ０７２－４６９－７９２９ 

【ＨＰアドレス】   http://www.rgmc.izumisano.osaka.jp/ 

【メールアドレス】  mailto:s-kaikei@rgmc.izumisano.osaka.jp 

 

http://www.rgmc.izumisano.osaka.jp/
mailto:s-kaikei@rgmc.izumisano.osaka.jp

